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Ⅵ　供給方法，工事および工事費の負担

38 供給方法および工事

　当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介してお客さまが

電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については，託送約款等に定

めるところによるものといたします。

39 工事費負担金等の申受けおよび精算

⑴　当社が当該一般送配電事業者等から，託送約款等にもとづき，お客さまへ

の電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金，費用の実費または実費

相当額等の請求を受けた場合は，当社は，その金額を原則として工事着手前

にお客さまから申し受けます。

⑵　当該一般送配電事業者等から，工事完成後，工事費負担金等の精算を受け

た場合は，当社は，工事費負担金等をすみやかに精算するものといたしま

す。

⑶　託送約款等にもとづき，当社の負担で施設し，または取り付けることとさ

れている設備等については，原則として，お客さまの所有とし，お客さまの

負担で施設し，または取り付けていただきます。


